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令和３年第53号議案

令和３年度岡崎市下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和３年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

 ⑴  下 水 道 接 続 戸 数              146,500 戸

 ⑵  年 間 総 処 理 水 量               39,690,000 ㎥ 

 ⑶  １ 日 平 均 処 理 水 量                108,740 ㎥ 

 ⑷  主要な建設改良事業  管渠施設築造工事 事業費  1,314,806 千円 

管渠施設改良工事 事業費 883,048 千円

ポンプ施設築造工事 事業費 396,194 千円

ポンプ施設改良工事 事業費 281,000 千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下水道事業収益 9,068,860 千円

第１項 営 業 収 益 6,143,658 千円

第２項 営 業 外 収 益 2,925,201 千円

第３項 特 別 利 益 1 千円

支 出

第１款 下水道事業費用 8,592,629 千円

第１項 営 業 費 用 7,558,825 千円

第２項 営 業 外 費 用 1,027,804 千円

第３項 特 別 損 失 3,000 千円

第４項 予 備 費 3,000 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額3,683,298千円は過年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額46,161千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額216,215千円、過年度分損益勘定留保資金2,712,321千円並びに当年

度分損益勘定留保資金708,601千円で補塡するものとする。）。 

収 入

第１款 資 本 的 収 入 4,260,245 千円



第１項 企 業 債 3,133,600 千円

第２項 負 担 金 191,108 千円

第３項 補 助 金 934,300 千円

第４項 貸付金償還金収入 1,237 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 7,943,543 千円

第１項 建 設 改 良 費 3,826,805 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 4,111,738 千円

第３項 投 資 5,000 千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。

事 項 期 間 限 度 額

公 共 下 水 道 管 渠 築 造 事 業

に 要 す る 経 費

（ 八 帖 北 幹 線 ）

令和４年度から

令和６年度まで

千円

3,352,300

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

下 水 道

事 業 費

千円

2,454,000 普 通 貸 借 4.0％以内(た

だし、利率見

直し方式で借

り入れる資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率)

政府資金等について

はその融資条件によ

り、銀行その他の場

合にはその債権者と

協定する融資条件に

よる。ただし、融資

条件又は企業財政の

都合により償還年限

を短縮し、若しくは

繰上償還し、又は低

利債に借換えするこ

とができる。

資 本 費

平 準 化 債

679,600

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款下



水道事業費用のうち第１項営業費用及び第２項営業外費用に係る予算額に過

不足を生じた場合とする。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のう

ち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれ

ら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。

⑴  職 員 給 与 費                 523,858 千円 

⑵  交 際 費 80 千円

令和３年２月26日提出

岡崎市長 中 根 康 浩

下水道事業会計


























































































